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中古の建物と敷地の売買契約において、買
主らは、本件建物が傾斜しているのは、本件
土地の地盤そのものが宅地として通常有すべ
き品質・性能を有しない瑕疵に当たるとし、
瑕疵を補修することは不可能であるから、契
約の目的を達することができないと主張し、
売買契約の解除及び損害賠償を求めた事案に
おいて、本件建物の基礎に隠れた瑕疵がある
と認めた上で、売主の損害賠償責任として本
件建物の補修費用等を認容した事例（東京地
裁 平成24年６月８日判決 一部認容（確定）  
判例時報2169号26頁）

１　事案の概要

⑴　売主Ｙ（被告）から本件土地及び本件建
物（本件土地と併せて「本件土地建物」とい
う。）を買い受けた買主Ｘら（原告）が、本
件建物が南西方向に傾斜しているのは本件土
地が不同沈下したことによるもので、本件建
物の基礎であるべた基礎には杭基礎にしな
かった瑕疵があり、本件土地の地盤そのもの
が宅地として通常有すべき品質・性能を有し
ていないとして、本件土地建物には隠れた瑕
疵があるが、瑕疵を補修することは不可能で
あるから、契約の目的を達することができな
いためＹとの間の本件売買契約を解除したと
主張し、それぞれ、Ｙに対しては瑕疵担保責
任又は民法709条の不法行為に基づき、本件
土地の造成に関与したＹ１会社（被告会社）

に対しては民法709条又は民法716条（注文者
の責任）の不法行為又は使用者責任（民法
715条）に基づき、連帯してＸらに生じた売
買代金諸費用、慰謝料、調査費用、交渉費用、
弁護士費用の損害金及びこれに対する民法所
定年５分の割合による遅延損害金の支払を求
めた。
⑵　これに対し、Ｙは、本件建物の傾斜は、
売買契約後の外的要因によるものであるか
ら、本件土地建物の隠れた瑕疵に当たらない
し、本件建物の傾斜は補修可能であるから、
Ｘらは本件売買契約を解除することはできな
いなどと主張し、これに加えてＹ１会社は、
本件建物の傾斜は、本件擁壁の水抜き穴が塞
がれていたこと、地下水の自然的な変化又は
外的工事による地層水の漏出によって生じた
可能性もあるなどと主張し、争った。

２　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Ｘらの請求
を一部認容した。
⑴　本件建物の傾斜の原因

本件建物及び本件擁壁の傾斜は、本件土地
の地盤の盛土下にある腐植土層の二次圧密に
よる沈下並びに擁壁背面の埋戻し土及び盛土
の水締め効果によって、本件土地の地盤が不
同沈下したために発生したものということが
できる。
⑵　本件土地建物の瑕疵

⑸−建物の瑕疵担保責任−最近の判例から

土地の不同沈下により中古の建物が傾斜していたこ
とにつき、建物の基礎の隠れた瑕疵を認め、売主の
瑕疵担保責任が認容された事例
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上記のように、本件土地の地盤は、二次圧
密を生じさせる腐植土層を含み、かつ、水締
め効果も生じるような軟弱な地盤であり、ま
た、本件建物に認められる傾斜はＸらの受忍
限度を超えるものであり、宅地として利用す
る上での瑕疵があると認めることができる。
本件建物及び擁壁は南西方向に傾斜してお
り、本件土地及び建物の沈下は現在でも進行
中であるから、本件建物の基礎であるべた基
礎は上記沈下に対応することができていない
基礎である。本件建物の基礎を構造耐力上安
全なものと認めることができず、本件建物の
基礎には、瑕疵があるということができる。
⑶　隠れた瑕疵

このような本件土地の地盤及び本件建物の
基礎の瑕疵は、本件売買契約前から存在して
いたものであったと認められるが、これらの
瑕疵は、Ｘらが体感するようになった異常の
発生や専門家の調査によって初めて明らかに
なったものであり、買主であるＸらが通常の
注意を用いても発見することができなかった
と認めることができるのであるから、本件土
地の地盤の性状に宅地としての利用上の瑕疵
があり、本件建物の基礎に構造耐力上の安全
性を欠く瑕疵があることは、いずれも隠れた
瑕疵に当たると認めることができる。
⑷　Ｙの瑕疵担保責任に基づき、本件売買契
約を解除できるかについて

本件建物の傾斜を補修することによって、
本件建物は居住用建物として利用可能とな
り、本件売買契約の目的は達成できるから、
Ｘらは、Ｙの瑕疵担保責任に基づき、本件売
買契約を解除することはできない。
⑸　Ｙ１会社の不法責任又は使用者責任

地盤調査等について、専門的知識を有する
他社に発注しているが、Ｙ１会社が受注業者
に不適切な指図をしたとは認められない。
⑹　Ｘらの損害について

①　本件建物の予備調査費用、地盤調査費用、
本件建物の傾斜の程度、その原因及び補修方
法に関する調査費用として合計102万1580円
が、本件と相当因果関係のある損害であると
認められる。
②　本件建物の傾斜は、本件建物の下部に鋼
管を圧入し、本件建物をジャッキアップする
ことによって補修可能であるため、補修費用
1830万円、弁護士費用は、Ｘらにつき合計
190万円と認められる。

３　まとめ

本判決は、本件中古建物の傾斜は本件土地
の不同沈下によって発生したものであるか
ら、本件建物の基礎に隠れた瑕疵があると認
められるとしたが、本件建物の傾斜を補修す
ることにより居住用建物として利用可能であ
るとして売買契約を解除することはできない
とし、売主の損害賠償責任として、本件建物
の傾斜の原因・補修方法に関する調査費用、
補修費用相当額、弁護士費用等を賠償すべき
ことを命じた事例である。

また、瑕疵担保責任の賠償の範囲は信頼利
益説（当該瑕疵がないと信じた事によって
被った損害）、履行利益説（当該瑕疵がなかっ
たら得られたであろう利益）などの見解があ
るが、本判決は、瑕疵の調査費用と補修費用
相当額を賠償する義務を売主に対し認めたも
ので、特に新しい判断を示したものではない
が、実務上参考になろう。

なお、「建物としての基本的な安全性を損
なう瑕疵」には、放置するといずれは居住者
等の生命、身体又は財産に対する危険が現実
化することになる瑕疵も含まれるとされた事
例（福岡高判 平24・１・10 RETIO87-108、
最高裁平23・７・21 RETIO84-101ほか）も
併せて参考にされたい。

（調査研究部主任調整役）


